
地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者のみ
②低所得者の
み
③その他の要
件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事業
との併用は不可
②ほかの補助事業
の利用を要件とし
ている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補助
額を決定
⑥その他

備考

長野県
信州型エコ住宅・環の住
まい整備推進事業

長野県
③エコリフォーム
促進

①補助
②都道府県内の
事業者

県内に主たる事務所を有する
者が施工したもの（総請負額
の８割以上である者が施工す
るものは、県内に主たる事務
所を有する者が施工したもの
として扱う）

④要件なし 自己居住用住宅 ③その他
住宅エコポイント等との併用不可。ただし、
高効率給湯器や太陽光発電設備等の設備
に関する補助金については一部併用可能。

③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

定額
○20万円（県産材の総使用量が、2㎥以
上５㎥未満の場合）
○40万円（県産材の総使用量が、5㎥以
上の場合）

長野県
信州の木活用促進支援
事業

長野県 ⑥その他
県産材の利用促進・木材利用によ
る森林整備の促進
（平成23年度限り）

①補助 ⑤要件なし ④要件なし 商店・事業所・別荘・住宅 ③その他
原則、県助成金や住宅エコポイント等との
併用は不可。

⑤使用する材料量に応じて補助
額を決定

県産材利用量（ｍ3／件）が①5～10未
満、②10～15未満、③15～20未満、④20
～25未満、⑤25以上　について、それぞ
れ①6万円、②13万円、③21万円、④30
万円、⑤40万円を補助。

長野県
長野市住宅・建築物耐震
改修促進事業

長野市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
③その他の要
件

・給与所得のみの者は収入金額1,442万円
以下で、その他の者は所得金額1,200万円
以下
・市税の滞納がない者

・旧耐震基準で建築されている住宅 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象となる耐震改修工事費用の１/
２

長野県

　日常生活用具給付等事
業
（居宅生活動作補助用
具）

長野市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・
身体障害者
のみ

身体障害者手帳交付者のうち、個別の障害
部位と等級が下肢機能障害か体幹機能障
害で３級以上の者。

特になし
①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助率は9/10

長野県
身体障害者住宅整備事
業

長野市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・
身体障害者
のみ

身体障害者手帳交付者のうち、個別の等級
が３級以上のもの。(ただし、障害部位によっ
ては対象とならない場合がある）

特になし
①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象経費の１０分の９以内（上限６３
万円）

長野県
要介護被保険者等住宅
整備補助事業

長野市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・
身体障害者
のみ

介護保険の要支援・要介護の認定者で、長
野市に住民登録のある人。同一の住居及び
生計を一にしている全ての人の市町村県民
税が非課税である世帯

特になし
①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象経費の１０分の９以内（上限６３
万円）

長野県
長野市住宅リフォーム補
助事業

長野市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

③その他の要
件

特になし ③その他
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

対象工事費の15％
上限15万円

長野県 雨水貯留施設助成事業 長野市 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

○雨水貯留施設
施設の購入経費の1/2を助成
○浄化槽転用
改造費用（工事費）の2/3を助成

長野県
長野市太陽光発電システ
ム普及促進事業補助金

長野市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

４ｋｗまで　１ｋｗ当たり2.5万円
４ｋｗを超える部分　１ｋｗ当たり5万円

（３）支援方法について

長野県
ム普及促進事業補助金

長野市
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし 特 なし ④要件なし
補助額を設定

長野県
長野市新マイホームづくり
資金融資制度

長野市
⑤リフォーム促
進

長野市内に自分が住むための住宅
を新築・購入・増改築等または耐震
改修する際に、その資金の一部を
融資するもので、市民の持家建設
を促進し、併せて居住水準の向上
を図ることを目的としています

④融資(有利子）

借入れ残高に対し、銀行
へ預託金を預けることによ
り、利率を通常よりも低く
設定している

⑤要件なし
③その他の要
件

自己居住用住宅 ④要件なし ②工事費用に応じて決定
融資実行後 10年間 2.5%(固定)
11年目以降取扱金融機関の定める固定
金利型の住宅資金で融資実行時の利率

長野県
長野市福祉住宅建設資
金融資制度

長野市
②バリアフリー改
修

高齢者または身体障害者の方が、
家族の皆さんと一緒に楽しく暮らせ
るよう、住環境の向上と福祉の増進
を図ることを目的とし、新築または
増改築等資金の一部を融資する

④融資(有利子）

借入れ残高に対し、銀行
へ預託金を預けることによ
り、利率を通常よりも低く
設定している

⑤要件なし
③その他の要
件

高齢者・身体障害者等のための住宅 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

融資実行後 10年間 2.0%(固定)
11年目以降取扱金融機関の定める固定
金利型の住宅資金で融資実行時の利率

長野県
長野市生ごみ自家処理機
器購入費補助金

長野市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定

・電動生ごみ自家処理器
購入費用（本体のみ）２分の１
・コンポスト、ぼかし容器
「定額」

長野県
住宅・建築物耐震改修促
進事業

松本市 ①耐震改修 ①補助 耐震改修工事を行う者 ⑤要件なし ④要件なし 昭和５６年５月３１日以前の木造住宅
①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震補強工事費の２分の１
（上限６０万円）

長野県
住宅・建築物耐震改修促
進事業

松本市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし

①②　昭和５６年５月３１日以前の木造
住宅
③　　昭和５６年５月３１日以前の建物・
市防災計画に基づく避難施設に準ずる
一時集合場所として指定された町内公
民館

①ほかの補助事業
との併用は不可

③定額を補助 100%

長野県
住宅・建築物耐震改修促
進事業

松本市 ①耐震改修 ①補助
建築物の所有者である民
間事業者等

⑤要件なし ④要件なし
昭和５６年５月３１日以前の建物
耐震改修促進法第６条に規定される特
定建築物

①ほかの補助事業
との併用は不可

⑥耐震診断費用に応じて決定 補助対象経費の３分の２

長野県
住宅・建築物耐震改修促
進事業

松本市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし 昭和５６年５月３１日以前の非木造住宅
①ほかの補助事業
との併用は不可

⑥耐震診断費用に応じて決定 補助対象経費の３分の２

長野県
松本市住宅用太陽光発
電システム設置補助事業

松本市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

・自らが居住するための市内の住宅に設置
しようとする者
・市税を滞納していない者

特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

1kWあたり30,000円（4kW上限）

長野県 高齢者住宅等整備事業 松本市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

65歳以上の高齢者であって、介護保険法の
要介護若しくは要支援の認定を受けた者若
しくは身体障害者(1～3級)又は市長が支援
が必要と認める者のいる世帯で、当該世帯
の前年の所得税が非課税のもの

当該補助対象者の住宅 ③その他
介護保険法又は障害者自立支援法による
住宅改修が適用される分は補助対象経費
から除外

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

当該補助対象者の居室等の改
良に要する経費

補助対象経費の１０分の９以内（上限６３
万円）

長野県

身体障害者住宅等整備
事業（松本市老人及び心
身障害者福祉事業補助
金交付要綱）

松本市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ⑤要件なし 当該障害者の住宅 ③その他
日常生活用具給付等事業及び介護保険に
よる住宅改修費該当分を除く

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助率　９／１０以内
（自己負担１割あり）
上限６３万円

長野県
被災建築物等の復旧工
事資金借り入れに伴う利
子補給事業

上田市 ⑥その他
災害により被害を受けた建築物等
の修繕費用としての借入金の利子
の一部を補給する。

③利子補給 ①中小事業者 ④要件なし 自己居住用住宅 ④要件なし ②工事費用に応じて決定

市内に店舗を有する金融機関が行う融
資に対して、限度額２００万円以内、利子
補給限度率３％以内、償還期間１５年以
内を条件に利子補給を行う。

長野県
上田市要援護高齢者等
住宅整備事業補助金

上田市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
③その他の要
件

①身体的要件
（65歳未満で下肢、体幹、視覚のいずれかで
身障1.2.3級）
②所得要件
（世帯前年所得税8万円以下）

④要件なし 他の補助事業と併用しても併用しなくても可
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象工事にかかる費用 補助対象額の9/10以内



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者のみ
②低所得者の
み
③その他の要
件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事業
との併用は不可
②ほかの補助事業
の利用を要件とし
ている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補助
額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

長野県
上田市要援護高齢者等
住宅整備事業補助金

上田市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
③その他の要
件

６５歳以上の
①介護認定を受けている者
②身体障害者
③医師、保健師が必要と認めた者
のいずれかに該当し、前年の世帯全体の所
得税額の合計が８万円以下

・住宅内の移動に支障となったり、転倒
等事故の発生の可能性がある箇所の改
良(例：段差解消・階段昇降機設置な
ど。）
・住宅や設備の機能、構造上の理由によ
り、日常生活の支障や介護者の負担が
生じる箇所の改良（例：トイレを新たに設
置、男女別トイレを１つにする、風呂を安
全で使いやすい設備にするなど。）

②ほかの補助事業
の利用を要件とし
ている

介護保険で対象となる工事は、介護保険で
の改修（20万円限度）が優先。
本事業と併用可。

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象工事にかかる費用 補助対象額の９／１０以内

長野県
住宅・建築物耐震改修促
進事業

上田市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事費120万円以上に対し、限度額の60
万円を補助

長野県
上田市住宅リフォーム補
助事業

上田市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

③その他の
要件

③その他
③（工事費用にかかわらず）
定額を補助

対象工事費の20％（最高限度額10万円）

長野県
上田市新エネルギー活用
施設設置費補助金（太陽
光発電システム）

上田市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ⑤要件なし 特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

太陽光発電システムの設置に要
する経費

1キロワット当たり26，000円

長野県
上田市新エネルギー活用
施設設置費補助金（太陽
熱高度利用システム）

上田市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ⑤要件なし 特になし ④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

太陽熱高度利用システムの設置
に要する経費

定額　30，000円

長野県
上田市雨水貯留施設設
置費補助金

上田市 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ⑤要件なし 特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

雨水貯留施設の設置に要する経
費

対象経費の1/2以内

長野県
岡谷市住宅リフォーム助
成事業

岡谷市
⑤リフォーム促
進

①補助　　⑤ポイン
ト発行

②市町村内の事
業者

市内に事務所等を有する法人
又は個人事業主

④要件なし
自己居住用住宅（併用住宅含む）、分譲
マンションの自己専用部分

③その他
国・県の補助制度との併用可能（ただし、太
陽光発電設備を除く)

②工事費用に応じて決定

定額（工事費１０万円以上５０万円未満
は、２万円又は２万４千ポイント。工事費
５０万円以上は、５万円又は６万ポイン
ト。）

長野県
岡谷市住宅・建築物耐震
改修促進事業（住宅の耐
震診断）

岡谷市 ①耐震改修 木造・非木造住宅の耐震診断 ①補助 耐震診断
③その他の要
件

「岡谷市住宅等耐震診断事業実施要綱」「岡
谷市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金
交付要綱」による

自己居住用住宅（併用住宅含む）
①ほかの補助事業
との併用は不可

③定額を補助 定額

長野県
岡谷市住宅・建築物耐震
改修促進事業（住宅の耐
震改修）

岡谷市 ①耐震改修 木造住宅の耐震改修 ①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

「岡谷市住宅・建築物耐震改修促進事業補
助金交付要綱」による

自己居住用住宅（併用住宅含む）
①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事費の50％、上限300千円

長野県
岡谷市住宅・建築物耐震
改修促進事業（住宅の耐
震改修）

岡谷市 ①耐震改修 緊急輸送道路沿道の耐震改修 ①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

「岡谷市住宅・建築物耐震改修促進事業補
助金交付要綱」による

自己居住用住宅（併用住宅含む）
①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事費の１/3以内、上限300千円

自らが居住するために市内の住宅（住宅に
事務所 店舗その他これらに類する用途を

市内 自 居住用住宅（住宅 事務
長野県

太陽光発電システム設置
補助事業

岡谷市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

事務所、店舗その他これらに類する用途を
兼ねるものを含む。）にシステムを設置しよう
とするもの又は自らが居住するためにシステ
ムを設置した市内の建売住宅を購入するも
の。

市内の自己居住用住宅（住宅に事務
所、店舗その他これらに類する用途を兼
ねるものを含む。）

③その他 国補助併用可能
④設置設備の性能に応じて補助
額を設定

1kwあたり4万円
上限15万円

長野県
岡谷市障害者住宅改修
費補助事業

岡谷市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

65歳未満で身障手帳１～3級であること（4～
6級は独居であること）

現に居住している住宅（借家は所有者の
同意を得たもの）

③その他
介護保険法、障害者自立支援法等による
住宅改修費の利用が優先される

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事費の9割相当、上限630千円

長野県
岡谷市いきいき生活支援
サービス事業・介護予防
住宅改修費支給事業

岡谷市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

虚弱な高齢者で介護認定非該当とされた者
①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事費の7/10～9/10以内、上限70千円
～90千円

長野県
岡谷市寝たきり等高齢者
住宅改良費補助事業

岡谷市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

介護保険の要介護者要支援認定を受けた
者（ただし、介護保険法の住宅改良給付を
優先する）

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事費の9/10以内、上限630千円

長野県
住宅･建築物耐震改修事
業

飯田市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
③その他の要
件

申請者の収入年額が1,442万円以下の者 木造住宅 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震補強に係る部分 1/2以内かつ60万円以内

長野県
障害者にやさしい住宅改
良促進事業

飯田市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

65歳未満の１～６級の身体障害者手帳を
持っている方で、その世帯の前年分の所得
税の合計が15万円以下の方

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

バリアフリーリフォーム工事費用
（上限70万円）

工事費用の９割

長野県
高齢者にやさしい住宅改
良促進事業

飯田市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

65歳以上の高齢者であって、介護保険法第
19条の規定により要介護若しくは要支援の
認定を受けた者又は市町村長において支援
が必要と認める者のいる世帯で、前年の所
得税額の合算額が8万円以下の世帯。

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

バリアフリーリフォーム工事費用
（上限70万円）

工事費用の９割

長野県
再生可能エネルギー推進
事業交付金

飯田市
③エコリフォーム
促進

①補助
②都道府県（市区
町村）内の事業者

④要件なし 特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

補助対象設備の設置にかかる費
用

設置機器の種別・容量等に応じて設定

長野県
住宅･建築物ｱｽﾍﾞｽﾄ改修
事業

飯田市 ④災害予防 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

ｱｽﾍﾞｽﾄの除却に係る部分 国1/3、市1/3、事業者1/3

長野県
勤労者住宅建設資金融
資利子補給金

飯田市
⑤リフォーム促
進

借入の利子補給 ③利子補給 ⑤要件なし
③その他の要
件

労金を利用し勤労者であること 特になし ④要件なし ⑥その他
新築・増築等の借入れにかかる
利子補給

借入金額の60%又は150万円までにかか
る5年間利子の20/100以内

長野県
診断士による耐震診断事
業

諏訪市 ①耐震改修 ① ⑤ ③
対象住宅に自らの住居の用に供するものと
して所有する世帯の者

特になし ④ ⑥
無償（簡易0.6万円+精密3.6万円につい
て全額市で負担）

長野県 木造住宅耐震診断事業 諏訪市 ①耐震改修 ① ⑤ ③
対象住宅に自らの住居の用に供するものと
して所有する世帯の者

特になし ④ ① 補助対象工事費の1/2且つ60万円以内

長野県
太陽光発電システム設置
補助事業

諏訪市
③エコリフォーム
促進

① ⑤ ③

市内に住所を有し、かつ自ら居住する住宅
に新たにシステムを設置しようとする者で余
剰電力の販売契約を締結できる者(法人を除
く)

自らが居住する住宅。(事務所、店舗等
を兼ねるものを含む。)

④ 特になし ④
最大出力(ｋＷ)×3万円　　　　た
だし上限9万円、千円未満は切り
捨て。

定額

長野県
寝たきり高齢者等住宅改
良事業

諏訪市
②バリアフリー改
修

① ⑤ ①

65歳以上で要介護認定において要支援以上
の認定があり、寝たきりや認知症高齢者を
介護する家族全員の所得税の合算が8万円
以下である世帯

④
介護保険による住宅改修の20万円の補助
も併用できる

① 補助上限額の9割（63万円）

長野県
高齢者自立支援住宅改
修事業

諏訪市
②バリアフリー改
修

① ⑤ ①

65歳以上で要介護認定において非該当の認
定をされたが住宅のバリアフリーが必要であ
り、家族全員の所得税の合算が8万円以下
である世帯

④ ① 補助上限額の9割（9万円）



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者のみ
②低所得者の
み
③その他の要
件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事業
との併用は不可
②ほかの補助事業
の利用を要件とし
ている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補助
額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

長野県
諏訪市住宅リフォーム補
助金

諏訪市
⑤リフォーム促
進

① ①

次の要件を満たす建設業を営
む会社または個人事業主で
事前登録された者
・市内に主たる事業所を有す
る
・小規模企業者（従業員数２０
人以下）である

④
・市内在住者
・個人住宅に居住する者
・市税等の滞納がない者

現在居住している個人住宅（共同住宅は
対象外。また、併用住宅については住居
部分のみ対象）。

③
他補助制度の対象にならない工事個所に
ついてのみ併用可

①

対象工事費用の総額（消費税を含む）が
１０万円以上になる場合、工事に要する
経費の１０％の金額を補助とし１０００円
未満切捨て。ただし、補助額は１０万円
が上限。

長野県
須坂市住宅・建築物耐震
改修事業

須坂市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
③その他の要
件

市税を滞納していない者とし、前年度の所得
が給与所得のみの者は収入金額が1,442万
円（その他の者は所得金額が1,200万円）以
下であること。

昭和56年５月31日以前に建築工事に着
手した住宅。長屋および、共同住宅以外
の個人所有の木造住宅。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震補強工事にかかる費用
補強工事費の２分の１以内（限度額60万
まで）

長野県
須坂市高齢者にやさしい
住宅改良促進事業

須坂市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者のみ

65歳以上の高齢者であって、介護保険法第
19条の規定により要介護若しくは要支援の
認定を受けた者若しくは身体障害者（身体障
害者手帳1級、2級又は3級所持者）で前年の
所得税額の合算額が8万円以下の世帯

交付対象者又はその扶養義務者の所有
する住宅（当該交付対象者又はその扶
養義務者以外の所有する住宅であって、
当該住宅等の所有者の承諾があるとき
を含む）

①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

対象経費は70万円を上限とし、対象経費
の10分の1を乗じて得た額（1,000円未満
切り上げ）を除いた額

長野県
須坂市障害者にやさしい
住宅改良促進事業

須坂市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者のみ

65歳未満の身体障害者（身体障害者手帳1
級から3級までの所持者又は4級から6級ま
での所持者で独り暮らしの者）前年の所得
税額の合計額が8万円以下の世帯に属する
者。

交付対象者またはその扶養義務者の所
有する住宅（当該交付対象者又はその
扶養義務者以外の所有する住宅であっ
て、当該住宅等の所有者の承諾がある
時を含む）

③その他

日常生活用具に規定する居宅生活補助用
具の設置に伴う住宅改修（以下、日常生活
用具住宅改修）と共通の工事内容である場
合は日常生活用具住宅改修が優先する。

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象経費の10分の9以内の額
（1,000円未満切捨て）。但し補助対象経
費は70万円を上限とする。

長野県
須坂市新エネルギー導入
設備設置費補助事業

須坂市
③エコリフォーム
促進

太陽光発電装置設置費補助
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

１KW/1万円（上限5万円）

長野県
須坂市ペレットストーブ等
設備導入費補助金

須坂市
③エコリフォーム
促進

ペレットストーブ又はペレットボイ
ラー購入補助

①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要件
県内事業者又は代理店を有
する者から購入

④要件なし ④要件なし ⑥その他
購入費用額（１台につき10万円
限度）

10分の１０以内の額。ただし１台につき
10万円を限度。

長野県
小諸市すまいのリフォー
ム応援事業

小諸市
⑤リフォーム促
進

①補助 ②市内の事業者

市内に主となる事務所若しく
は本店を有する住宅関連業
者が施工する工事であるこ
と。

③その他の要
件

市に住民登録があり、対象住宅の所有者又
は居住者でリフォーム工事の費用を負担す
る者で市税及び住宅新築資金等貸付金償
還金を滞納していない者

市内に存ずる個人所有の住宅であって、
一戸建て住宅又は併用住宅の居住専用
部分

①ほかの補助事業
との併用は不可

合併浄化槽は浄化槽部分の補助金がある
ので、それ以外のトイレ改修は対象になる。

③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

補助対象工事にかかる費用 定額

長野県
小諸市住宅耐震改修事
業

小諸市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし
昭和56年5月31日以前に着工された木
造在来工法の住宅で長屋及び共同住宅
以外のもの

①ほかの補助事業
との併用は不可

・現在のところ併用できるような補助事業は
ない。

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

1/2以内

長野県
小諸市障がい者にやさし
い住宅改良促進事業

小諸市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

特になし
①ほかの補助事業
との併用は不可

・介護保険法に定める住宅改修。
・障害者自立支援法に規定する居宅生活補
助用具の設置に伴う住宅改修。

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

障がい者が常時使用する居室、
浴室、便所その他市長が必要と
認めるものの改良に要する経費

9/10以内

長野県
小諸市要介護高齢者等
住宅整備事業

小諸市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

65歳以上の高齢者であって、介護保険法第
19条の規定により要介護若しくは要支援の
認定を受けた者又は市町村長において支援
が必要と認める者のいる世帯で、前年の所
得税額の合算額が8万円以下の世帯で住民
税非課税世帯

特になし
①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

バリアフリーリフォーム工事費用
（上限70万円）

9/10以内

長野県

　小諸市日常生活用具給
付等事業（居宅生活動作
補助用具）

小諸市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①身体障害
者のみ

身体障害者手帳交付者のうち、個別の障害
部位と等級が下肢機能障害か体幹機能障
害で３級以上の者。

特になし
自己所有家屋以外の場合は家屋所有者
の同意書が必要となる。

①ほかの補助事業
との併用は不可

・介護保険制度の「住宅改修事業」の対象
者は給付不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

バリアフリー工事のうち、障害部
位に関連性のある工事のみ対象

上限額　20万円

市民税賦課世帯は一割の定率負担あ
り。

長野県
伊那市身体障害者住宅
等整備事業

伊那市
②バリアフリー改
修

補助（工事費のみ） ⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者のみ

65歳未満の身体障害者手帳１～３級所持
者で、前年の所得課税額が８万円以下の
世帯。税金完納者

なし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

身体障害者が生活する場所にお
いて不便を解消するための最低
限の工事

補助対象設備の設置経費の10分の９以
内

長野県
伊那市木造住宅等耐震
補強事業補助金交付要
綱

伊那市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

・精密耐震診断の評点が基準値以下
・所得制限あり

①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震補強工事費
補助対象事業費の２分の１以内かつ６０
万円以内

長野県
伊那市木造住宅等耐震
診断事業実施要綱

伊那市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要件
長野県木造耐震診断士として
登録された者

③その他の要
件

昭和56年5月31日以前に着工された木造在
来工法の個人住宅

①ほかの補助事業
との併用は不可

⑥その他 耐震診断士を派遣

長野県
高齢者にやさしい住宅改
良促進事業

伊那市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者のみ

次のいずれかに該当し、前年分の世帯全員
の所得税額の合算額が8万円以下である者
(１)要介護(要支援）認定者若しくは身体障害
者１級～３級に該当する者で６５歳以上の者
(２)（１）に該当する者と生計を一にする者

特になし ③その他
介護保険の住宅改修費が含まれている場
合は、そちらの利用を優先する

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

日常生活の利便を目的とした住
宅等の改良に要する経費

対象工事費の４分の３以内（７０万円限
度）

長野県
伊那市過疎地域定住促
進補助金

伊那市 ⑥その他 過疎地域における定住促進対策
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
③その他の要
件

・対象地区に住所を有し、定住する意思のあ
る４５才以下の者

特になし
①ほかの補助事業
との併用は不可

②工事費用に応じて決定 工事に要する経費の１０分の２以内

長野県
伊那市住宅リフォーム補
助

伊那市
⑤リフォーム促
進

①補助 ②市内の事業者 市内本社
③その他の要
件

住宅所有者 個人住宅
①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象工事費の合計が30万
円以上

定額

長野県
住宅用太陽光発電システ
ム設置補助

伊那市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
③その他の要
件

・自ら居住する市内の住宅 ③その他
・市のほかの補助事業との併用は不可
・国の補助事業との併用は可

④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

1キロワットあたり3万円
（15万円上限）

長野県
伊那市下水道排水設備
改造資金融資あっせん

伊那市 ⑥その他 下水道排水設備設置の促進 ③利子補給 ④その他の要件
伊那市下水道排水設備指定
工事店

③その他の要
件

市税の滞納がなく、融資あっせん資金の償
還能力を有する者

市条例で規定する集合処理区域内 ④要件なし ⑥その他 借入金の償還利子
利率については市と金融機関が協議に
より定め、償還期限は10年以内

長野県
駒ヶ根市住宅等耐震補強
事業

駒ヶ根市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
③その他の要
件

所得金額　1,200万円以下
①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震補強に要する費用の2分の1以内の
額。ただし、60万円を限度とする。

長野県
駒ヶ根市太陽光発電シス
テム設置補助

駒ヶ根市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

1ｋｗ当たり５万円。ただし、25万円を限度
とする。

長野県
駒ヶ根市家庭生ごみ堆肥
化処理容器・処理機補助

駒ヶ根市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし
①ほかの補助事業
との併用は不可

⑥その他

堆肥化容器　購入金額の1/2　限度額3
千円
生ごみ処理　購入金額の1/5　限度額１
万円

長野県
駒ヶ根市福祉住宅整備事
業補助

駒ヶ根市 ⑥その他 下水道接続工事 ①補助 ④その他 駒ヶ根市下水道指定工事店
②低所得者の
み

所得税額　80,000円以下 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

下水道接続工事の1/3以内



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者のみ
②低所得者の
み
③その他の要
件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事業
との併用は不可
②ほかの補助事業
の利用を要件とし
ている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補助
額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

長野県
中野市住宅リフォーム緊
急支援事業

中野市
⑤リフォーム促
進

①補助 ②市内の事業者
市内に本社を有する法人また
は市内に住所を有する個人事
業主

③その他
市内に住所を有する方で住宅の所有者また
はその住宅の所有者の同意を得た方

市内にある一戸建て住宅、店舗等の併
用住宅または集合住宅の住居部分

③その他
併用可。ただし、本支援事業の対象範囲は
他の補助対象外となる部分についてのみ。
住宅エコポイント併用可

②工事費用に応じて決定 定額

長野県
中野市障害者・高齢者に
やさしい住宅改良促進事
業

中野市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし

①高齢者・身
体障害者のみ
②低所得者の
み

身体障害者手帳所有者
所得税の合計額が８万円以下の世帯に属す
る者

①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

（５）に同じ

長野県
中野市住宅用太陽光発
電システム設置費補助金

中野市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ⑤要件なし
自宅若しくは自らが居住するための建売
住宅を購入した者。

④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

最大出力1kWh当たり３万円

長野県
中野市住宅耐震補強事
業補助金

中野市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ③その他

昭和56年5月31日以前に着工された個人所
有の一戸建て木造住宅で、市が実施した住
宅の耐震診断の結果、地震に対して危険性
がある建物であったもの

同左 ④要件なし ②工事費用に応じて決定 工事費用の1/2以内の額

長野県
中野市介護保険居宅介
護（介護予防）住宅改修
費支給

中野市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ③その他
介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要
介護1～5に認定された人。

自己居住住宅 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

居住する住居のみの改修で20万円以内

長野県
中野市アスベスト飛散防
止対策事業補助金

中野市 ④災害予防
吹付けアスベスト等が使用されてい
る建築物についてのアスベスト除去
等

①補助 ⑤要件なし ③その他
補助の対象となる建築物の所有者または管
理者

建築物の吹付けアスベスト等の除去、封
じ込めもしくは囲い込み、または吹き付
けアスベスト等が使用されている建築物
であること

④要件なし ②工事費用に応じて決定 対象経費の2/3以内の額

長野県
中野市公共下水道・農業
集落排水設備改造資金
融資あっせん制度

中野市 ⑥その他 ④利子補給 ⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし ⑥その他 借入金の償還利子
10/10。ただし供用開始後3年を経過の
場合は1/2

長野県
中野市雨水貯留施設助
成金

中野市 ④災害予防

・新設雨水貯留施設について、購入
経費の補助
・浄化槽の転用改造について、改造
費用の補助

①補助 ⑤要件なし ③その他
公共下水道及び特定環境保全公共下水道
認可区域内

特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

新設雨水貯留施設　　　　　　100ℓ以上
500ℓ未満 2.5万円　　500ℓ以上5万円
浄化槽の転用改造の場合　　　10万円

長野県
大町市住宅・建築物耐震
改修促進事業

大町市 ①耐震改修
①耐震改修の実施
（耐震診断の実施
を含む）

⑤要件なし
③その他の要
件

補助金申請を行う日の属する年の前年度の
所得が、給与所得者のみの者は収入金額
1,442万円、その他の者は所得金額1,200万
円以下である者。

①昭和56年5月31日以前に着工された
住宅
②木造在来工法の住宅
③長屋及び共同住宅以外の個人所有の
住宅
④精密耐震診断の結果、総合評点が1.0
未満 住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震改修工事費（１棟当たり120
万円限度）の1/2

耐震改修工事費（１棟当たり120万円限
度）の1/2

未満の住宅

長野県
大町市下水道排水設備
工事資金融資あっせん及
び利子補給事業

大町市 ⑥その他 下水道排水設備設置の促進 ③利子補給 ④その他の要件
大町市下水道排水設備指定
工事店

③その他の要
件

市税等の滞納がなく、融資あっせん資金の
償還能力を有する者。

市条例で規定する集合処理区域で、対
象地の処理供用開始の日から３年以内
に工事が行われる住宅

④要件なし ⑥その他 利子補給
利率については市と金融機関が協議に
より定め、償還期限は7年以内

長野県
大町市浄化槽設置事業
補助金

大町市 ⑥その他 トイレの水洗化促進 ①補助 ④その他の要件 県知事登録業者
③その他の要
件

市税等の滞納がない者。
市条例で規定する集合処理区域以外の
区域で、居住の用に供する部分を有する
家屋

④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

設置する浄化槽の人槽により限
度額設定

５人槽　 352,000円
６～７人槽　 441,000円
８～10人槽　 588,000円
11～20人槽　 1,002,000円
21～30人槽　 1,545,000円
31～50人槽　 2,129,000円
51人槽～　 2,429,000円
その他　上乗せ補助あり

長野県
大町市太陽光発電システ
ム普及促進補助金

大町市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

市税に滞納が無い個人
本人が居住している住宅（店舗併用住宅
等含む）

④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

補助大賞設備の設置に係る費用 発電パネル能力１KW当り３万円

長野県
大町市高齢者・障害者等
にやさしい住宅改良促進
事業補助金

大町市
②バリアフリー改
修

①補助 ②県内の事業者
①高齢者・障
害者のみ

・前年の所得税額が8万円以下で、身体障害
者手帳1～3級所持者のいる世帯または4～
6級を所持する独居世帯等

自己居住用住宅 ③その他
大町市日常生活用具給付等事業実施要綱
別表に定める住宅改修の経費は除く。

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

対象者が利用する居室、浴室、
便所等の改良に要する経費

補助対象経費　10分の9
補助対象限度額　700,000円

長野県 勤労者資金融資 大町市 ⑥その他
労金に市原資を預託し、労金が勤
労者に低利で融資

④融資(有利子） ④その他の要件 長野県労働金庫
③その他の要
件

市内に1年以上居住し、市税等完納者かつ
互助会の会員又は組織労働者で労働金庫
会員の構成員であること。

市内居住 ④要件なし ⑥その他
融資限度額200万円
新築・増改築300万円

長野県
勤労者住宅建設資金利
子補給

大町市 ⑥その他

市内に住宅を建設するため。労働
金庫から資金の融資を受けた勤労
者に対し、利子補給金を交付し、勤
労者住宅の建設を奨励する。

③利子補給 ④その他の要件 長野県労働金庫
③その他の要
件

労働金庫からの融資を受け、自己の居住を
目的に市内に宅地（360㎡以内）を取得した
者及び住宅の新築・増改築をした者

自己居住用住宅 ④要件なし ⑥その他

住宅の新築・土地購入：融資限
度額　250万円
住宅の増改築：融資限度額150
万円

住宅の新築・土地購入：総利子の20%

住宅の増改築：総利子の20%

長野県
飯山市障害者・高齢者に
やさしい住宅改良促進事
業費給付事業実施要綱

飯山市 ⑥その他

障害者・高齢者（該当要件あり）の
日常生活の機能の向上を図るた
め、居室、浴室、便所等常時使用す
るものを改良するに要する対象とな
る事業費

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者のみ

65歳未満の重度障害であって、申請年度の
市民税が非課税の世帯に属する者
65歳以上の要援護高齢者であって、申請年
度の市民税が非課税の世帯に属する者

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助事業費限度額70万円の9割補助（自
己負担1割）

長野県
飯山市日常生活用具給
付事業における住宅改修
費給付事業実施要綱

飯山市
②バリアフリー改
修

日常生活を営むのに著しく支障の
ある在宅の障害者及び障害児（以
下「障害者等」という。）に対して、手
すりの設置や段差解消などの住環
境の改善を行うに当たって、その改
修費を給付する

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

飯山市に居住し、身体障害者福祉法（昭和
24年法律第283号）第15条第４項の規定によ
り認定された、次の各号のいずれかに該当
する者とする。
(１)　下肢又は体幹の障害　３級以上
(２)　上肢又は視覚の障害　２級以上
(３)　乳幼児以前の非進行性の脳病変によ
る運動障害（移動機能障害に限る。）を有す
る学齢児以上の身体障害児　３級以上
(４)　その他市長が認めるもの

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

10割補助
限度額20万円
但し、市民税課税世帯は9割補助で18万
円。自己負担1割。

長野県
飯山市住宅リフォーム工
事支援事業補助金交付
要綱

飯山市
⑤リフォーム促
進

①補助 ②市内の事業者 ④要件なし 市民
20万円以上の住宅リフォーム工事が対
象

①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助率30％
市税滞納者は対象外

茅野市
茅野市太陽光発電システ
ム設置補助金

茅野市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし
③その他の
要件

1回限り

・自己居住住宅
・電力会社との電力需給契約
・未使用の発電システム
・10KW未満

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

10%

茅野市 茅野市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし

市内に住所が
あり、生活の
本拠を置く一
般家庭

④要件なし ⑥その他

電動式生ごみ処理機：購入価格
の１／２以内
コンポスター５千円：購入価格の
２／３以内

電動式生ごみ処理機：購入価格の１／２
以内
コンポスター５千円：購入価格の２／３以
内

茅野市
茅野市木造住宅耐震補

茅野市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし
③その他の要

1回限り 自己居住用住宅
①ほかの補助事業 住宅エコポイント等との制度の併用不可。

②工事費用に応じて決定 工事費の1/2か 上限60万円茅野市
茅野市木造住宅耐震補
強補助事業業

茅野市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

1回限り 自己居住用住宅
①ほかの補助事業
との併用は不可

住宅 コポイント等との制度の併用不可。
（補助金の２重はなし）

②工事費用に応じて決定 工事費の1/2かつ上限60万円



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者のみ
②低所得者の
み
③その他の要
件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事業
との併用は不可
②ほかの補助事業
の利用を要件とし
ている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補助
額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

茅野市
茅野市木造住宅耐震・住
宅ﾘﾌｫｰﾑ促進事業

茅野市
⑤リフォーム促
進

①補助
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者

③その他の要
件

1回限り 自己居住用住宅
①ほかの補助事業
との併用は不可

住宅エコポイント等との制度の併用は可。
（補助金の２重はなし）

②工事費用に応じて決定 工事費の20％上限20万円

茅野市
茅野市住宅ﾘﾌｫｰﾑ促進事
業

茅野市
⑤リフォーム促
進

①補助
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者

③その他の要
件

1回限り 自己居住用住宅
①ほかの補助事業
との併用は不可

住宅エコポイント等との制度の併用不可。
（補助金の２重はなし）

②工事費用に応じて決定 ５０万円以上の場合

長野県
塩尻市新エネルギー設備
設置費補助金

塩尻市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

太陽電池モジュールの最大出力に１ｋｗ
あたり35,000円を乗じた額ほか

長野県
高齢者にやさしい住宅改
良促進事業

塩尻市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者のみ

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象事業費の９割

長野県
障害者にやさしい住宅改
良事業

塩尻市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者のみ

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象事業費の９割

長野県 塩尻市耐震診断事業 塩尻市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

③その他の要
件

以下のすべての基準を満たす物件
ア　昭和５６年５月３１日以前に着工され
た住宅（店舗等の用途を兼ねるもので店
舗等の用に供する部分の床面積が延べ
面積の２分の１未満のものを含む）
イ　木造在来工法の住宅
ウ　長屋及び共同住宅以外の個人所有
の住宅

④要件なし ⑥その他 診断士派遣のため、申請者の負担無し

長野県 塩尻市耐震補強事業 塩尻市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
③その他の要
件

市の精密診断を受け、評点が1.0未満の
住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震改修工事費の５割

長野県 住宅リフォーム補助事業 塩尻市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要件

市内に本社を有する法人、又
は市内に住所を有する個人事
業主でリフォーム工事を業とし
て行うもの。

③その他の要
件

市内に住所を有し、住宅の所有者で、自ら居
住していること。

③その他
他の補助金と対象工事が重ならなければ、
併用は可。

②工事費用に応じて決定 工事費の３０％、上限１０万円

長野県
高齢者にやさしい住宅改
良促進事業補助金交付
要綱

佐久市
②バリアフリー改
修

高齢者（該当要件あり）の日常生活
の機能の向上を図るため、居室、浴
室、便所等常時使用するものを改
良するに要する対象となる事業費

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者のみ

65歳以上の高齢者であって、介護保険法第
19条の規定により要介護若しくは要支援の
認定を受けた者若しくは身体障害者（身体障
害者手帳1級から3級所持者）で前年の所得
税額の合算額が8万円以下の世帯

自己居住用住宅
①ほかの補助事業
との併用は不可

介護保険法45条第1項
同57条第１項
障害者自立支援法第７７条第１項第2号

以上の要件該当する住宅改修は除く。

②工事費用に応じて決定 自己負担有 補助事業費限度額63万円

65歳未満の身体障害者(身体障害者手帳1

長野県
佐久市障害者にやさしい
住宅改良促進事業補助
金

佐久市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
③その他の要
件

歳未満の身体障害者(身体障害者手帳
級～6級所持者であって4級～6級所持者に
ついては独居者又は常時介護する者がいな
い者)で、前年の所得税額の合算額が8万円
以下の世帯。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象経費の10分の9に相当する額
（上限63万円）

長野県
佐久市太陽光発電システ
ム普及促進事業

佐久市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

・自ら居住し、又は居住を予定している市内
にある住宅に対象システムを設置する者。
・市税等を滞納していないこと。

特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

１kW当たり　３万円

長野県
佐久市森のエネルギー推
進事業

佐久市
③エコリフォーム
促進

①補助
②都道府県（市区
町村）内の事業者

県内に事業所又は代理店を
有する者

③その他の要
件

・自ら居住し、又は居住を予定している市内
にある住宅に対象ストーブ等を設置する者。
・市税等を滞納していないこと。

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

対象ストーブ等の購入に要する費用

長野県
佐久市生ごみ処理機等購
入費補助金

佐久市
③エコリフォーム
促進

①補助
②都道府県（市区
町村）内の事業者

市内に営業所を有する販売業
者

③その他の要
件

・市内に居住している者
・市税等を滞納していない者
・生ごみ処理機等を適正に維持管理できる
者
・生ごみ処理機を使用する者にあっては、処
理後に残った生ごみを適正に処理できる者

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

生ごみ処理機等の本体の購入価格（消
費税を含む。）の２分の１。
生ごみ処理容器は同時に２台まで申請
可能。

長野県
佐久市木造住宅耐震補
強事業

佐久市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

所得制限あり 耐震改修に係る部分のみが補助対象 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

２分の１（限度額６０万円）

長野県
千曲市高齢者にやさしい
住宅改良促進事業

千曲市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

65歳以上の高齢者であって、介護保険法の
要介護若しくは要支援の認定を受けた者若
しくは身体障害者（身体障害者手帳1、2、3
級保持者）で、かつ前年所得税額が8万円以
下の世帯に属する者

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象者または介護者の利便
が図られる程度のもの

補助対象経費の10分の９以内

長野県
千曲市重度障害児・者住
宅改修費給付事業

千曲市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非
進行性の脳病変による運動機能障害（移動
機能障害に限る。）を有する学齢児以上の
身体障害児・者で、障害程度等級３級以上
の者。ただし、特殊便器への取替えは、上肢
障害２級以上の者。

給付対象者(左記）が現に居住する住宅
について行なわれるもの（借家の場合は
家主の承諾を必要とする）であり、かつ、
身体の状況、住宅の状況等を勘案して
市が必要と認める場合

③その他

「千曲市高齢者にやさしい住宅改良促進事
業」に該当する場合は、そちらの制度を優
先するため、こちらの住宅改良促進事業は
利用できない。

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

次に掲げる給付決定障害者の属する世
帯の区分による
○生活保護世帯　100分の100
○前年分の所得税非課税世帯　１００分
の９５　　　　       　　　　　　　　○前各号
以外の世帯　１００分の９０

長野県
千曲市障害者にやさしい
住宅改良促進事業

千曲市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

市内に住所を有する65歳未満の者で、次の
いずれにも該当するもの      　○身体障害
者手帳１級から３級までの所得者又は身体
障害者手帳４級から６級までの所持者で独
り暮らしのもの（常時介護する者がいない者
を含む）　　　　　　　　○前年の所得税額の合
算額が８万円以下の世帯に属する者

補助対象者(左記）又は補助対象者と生
計を一にする者の所有する住宅等（当該
補助対象者又は補助対象者と生計を一
にする者以外の者の所有する住宅等で
あっても、当該住宅等の所有者の承諾
があるときを含む）

③その他

「千曲市高齢者にやさしい住宅改良促進事
業」に該当する場合は、そちらの制度を優
先するため、こちらの住宅改良促進事業は
利用できない。

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象経費（７０万円が限度額）の10
分の９以内

長野県
千曲市木造住宅耐震診
断事業

千曲市 ①耐震改修 ①診断士派遣 ⑤要件なし
③その他の要
件

昭和56年５月31日以前に着工された戸建て
木造在来工法の住宅の所有者

④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

長野県
千曲市木造住宅耐震補
強事業

千曲市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

前年度の所得が、給与所得のみの者は
1442万円以下、その他の者は1200万円以下
であること

精密耐震診断の上部構造評点の最小値
が1.0未満の戸建て木造住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象経費の２分の１以内

長野県
千曲市緊急経済対策住
宅リフォーム支援事業

千曲市
⑤リフォーム促
進

①補助 ②市内の事業者 市税の滞納が無いこと
③その他の要
件

以下の全てを満たす者
①市に住民登録がある者②リフォームを行う
住宅に居住している者③住宅所有者又はそ
の二親等以内の親族④リフォームを行う住
宅の居住者全員が市税等の滞納がないこと

以下の全てを満たす住宅又は以下の全
ての内容を満たすこととなるリフォームを
行う住宅
①木造在来工法の住宅にあっては耐震
性が確認されたもの②公共下水道供用
区域内にあっては接続済の住宅③住宅
用火災警報器が設置済の住宅

③その他
対象工事が他の補助金対象工事となって
いないこと

②工事費用に応じて決定 50万円以上の補助対象経費の10分の１

長野県
東御市木造住宅・避難施
設耐震診断事業実施要
綱

東御市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件 長野県木造住宅耐震診断士 ④要件なし ④要件なし ⑥その他 耐震診断士を派遣 定額



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者のみ
②低所得者の
み
③その他の要
件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事業
との併用は不可
②ほかの補助事業
の利用を要件とし
ている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補助
額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

長野県
東御市木造住宅耐震補
強事業補助金交付要綱

東御市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象事業費の1/2を補助（60万円を
限度）

長野県
東御市住宅用太陽光発
電システム設置補助金交
付要綱

東御市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

1kw２万円で5kwまで補助

長野県
東御市生ごみ処理機器設
置補助金

東御市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし ②工事費用に応じて決定
購入価格の8/10（処理容器）
購入価格の1/2（電気式処理機器)

長野県
高齢者にやさしい住宅改
良促進事業

東御市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

６５歳以上の高齢者で、要介護者もしくは身
体障害者手帳１～３級所持者のうち、前年の
所得税が８万円以下の世帯

①他の補助事業と
の併用は不可

介護保険の住宅改修適用外の部分
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象経費70万円を限度としてその9
割

長野県
障害者にやさしい住宅改
修促進事業

東御市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者のみ

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象経費70万円を限度としてその9
割

長野県
東御市雨水貯留槽設置
補助金交付要綱

東御市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

１世帯１基 ④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

購入に要する経費の1/2

長野県
東御市住宅リフォーム工
事補助金

東御市
⑤リフォーム促
進

①補助
②都県(市区町村)
内の事業者

市内に本社を有する法人又は
市内に住所を有する個人事業
主

③その他の要
件

市税等に滞納がなく、かつ所得が1200万円
以下で次のいずれかに該当すること。
①住宅の所有者(本人又は居住する親族(2
親等内)が市内に住所を有すること)
②空き家バンクに登録をした空き家の所有
者

市内にある個人住宅で次のもの。
①自己又は親族の居住の用に供する住
宅②店舗等併用住宅の住宅部分③マン
ション等の自己専用部分
※貸家、借家、アパート等は対象外④下
水道等への接続が完了しているか、接
続を含むリフォーム工事であること⑤住
宅用火災報知機が設置されているか、
設置を含むリフォーム工事であること

①他の補助事業と
の併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象工事(10万円以上)の20%(限度
額20万円)

長野県
安曇野市住宅耐震診断
事業

安曇野市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

既存木造住宅　次のいずれにも該当す
る、市内に存するもので、居住しているも
の
ア　昭和56年５月31日以前に町内に着
工された住宅
イ　木造在来工法の住宅
ウ　長屋及び共同住宅以外の個人所有
の住宅

③その他 要件なし ③定額を補助 100%

既存木造住宅　次のいずれにも該当す
る 市内に存するもので 居住しているも

長野県
安曇野市住宅耐震補強
工事補助

安曇野市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
③その他の要
件

前年度所得が12,000千円以下の者

る、市内に存するもので、居住しているも
の
ア　昭和56年５月31日以前に町内に着
工された住宅
イ　木造在来工法の住宅
ウ　長屋及び共同住宅以外の個人所有
の住宅

③その他 要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震補強工事費のみ
耐震補強工事費の２分の１以内
（上限６０万円）

長野県
安曇野市高齢者にやさし
い住宅改良促進事業補助

安曇野市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
③その他の要
件

65歳以上の高齢者であって、介護保険法の
要介護若しくは要支援の認定を受けた者若
しくは身体障害者(1・2級)で、当該世帯の住
民税所得割が過去3年間非課税のもの

当該補助対象者の住宅 ③その他
介護保険法又は障害者自立支援法による
住宅改修が適用される分は補助対象経費
から除外

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

当該補助対象者の居室等の改
良に要する費用

対象工事費用の１０分の９以内（上限６３
万円）

長野県
安曇野市身体障害者住
宅等整備事業補助

安曇野市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
③その他の要
件

65歳未満の身体障害者（身体障害者手帳1
級から3級までの所持者又は4級から6級ま
での所持者で独り暮らしの者）又は当該障
害者と生計を一にする者で、前年の所得税
額の合計額が世帯全体で8万円以下の者。

当該障害者の住宅 ③その他 要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

当該補助対象者の日常生活の
利便を目的とした住宅等の整備
に要する経費

補助対象経費の10分の9以内
（自己負担１割あり）

上限６３万円

長野県
安曇野市住宅用太陽光
発電システム設置補助

安曇野市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
③その他の要
件

・自らが居住するための市内の住宅に設置
しようとする者
・市税を滞納していない者

特になし ③その他 要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

1kWあたり30,000円（4kW上限）

長野県
安曇野市住宅用雨水貯
留施設設置補助

安曇野市 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
③その他の要
件

・自らが居住するための市内の住宅に設置
しようとする者
・市税を滞納していない者

特になし ③その他 要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

施設の購入設置経費の2分の1以内
・貯留量100L以上500Lまで　１基2.5万円
限度
・貯留量500L以上　１基5万円限度

長野県
小海町住宅リフォーム補
助事業

小海町
⑤リフォーム促
進

①補助 ③
町内に本店又は営業所を有
する業者等

③ 町内に住民登録をし、かつ居住している者
自己または家族の居住に供する町内の
住宅。店舗併用住宅の住宅部分。

③その他
町で行っている他の補助事業との併用不
可。

② 工事費の20％

長野県
高齢者にやさしい住宅改
良促進事業 軽井沢町

②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ①高齢者

65 歳以上であって、要介護・要支援の認定
を受けた者若しくは身体障害者（１～３級）又
は町長が支援が必要と認める者のいる前年
の所得税額の合算額が８万円以下の世帯

当該対象者又はその扶養義務者所有の
居住する住宅。ただし、それ以外の者の
所有であっても、承諾がある場合は対象
とする。

① ②
70万円を上限として改修経費の
自己負担額（1割）を除いた額に
ついて補助。

県1/2、町1/2

長野県
軽井沢町町民住宅建設
資金融資利子補給

軽井沢町 ⑥その他 ③利子補給
借入600万円限度額の利
子の20％で3年間

⑤要件なし
③その他の要
件

前年所得が780万円未満の者（金融機関か
ら融資を受けた者）

特になし ③その他 以前同補助事業を受けた者は該当外 ⑥その他 借入600万円限度額の利子 利子の20％で3年間

長野県

町下水道排水・農業集落
排水設備改造資金融資
斡旋及び利子補給金支
給

軽井沢町 ⑥その他
水洗便所の普及促進と環境衛生の
向上を図る目的

③利子補給 ④その他の要件
下水道排水設備指定工事店
として登録した事業者

③その他の要
件

・申請者と建物所有者との改造工事の同意
（申請者と建物所有者とが違っている場合）
・負担金及び水道料金を滞納なし
・下水道を供用開始してから３年以内の改造
工事

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

排水設備改造工事のみにかかる
費用

利子補給率　100分の100以内（延滞利
子を除く。）

長野県
軽井沢町住宅・建築物耐
震改修事業

軽井沢町 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし ②工事費用に応じて決定 建築主50％、国11.5％、県・町19.25％

長野県
住宅用太陽光発電システ
ム導入促進事業

軽井沢町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

申請月の初日において町内に継続して３年
以上住所を有する者　他

自己居住用住宅 ④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

１ｋｗ当たり10万円　　　　　　限度額4０万
円

長野県
軽井沢町緊急経済対策
住宅リフォーム補助金交
付要綱

軽井沢町
⑤リフォーム促
進

①補助 ②町内の事業者 ④要件なし
個人が町内に所有し、自己の居住の用
に供する部分を有する建物

③その他
他の補助制度等による補助金等の交付を
受けているリフォームで、当該補助制度と重
複計上となる費用。

⑥その他 補助対象経費にかかる費用

補助対象経費の2分の１以内(祖の額に
1,０００円未満の端数が生じたときは、そ
の端数を切り捨てた額）とし、当該補助
金の額が50万円を超える場合は、５０万
円を限度額とする。

長野県
御代田町木造住宅耐震
診断事業

御代田町 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要件
建築士事務所協会から派遣さ
れた建築士

④要件なし

・昭和56年5月31日以前に着工された住
宅
・木造在来工法の住宅
・長屋及び共同住宅以外の個人所有の
住宅

①ほかの補助事業
との併用は不可

③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

定額



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者のみ
②低所得者の
み
③その他の要
件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事業
との併用は不可
②ほかの補助事業
の利用を要件とし
ている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補助
額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

長野県
御代田町木造住宅耐震
補強補助事業

御代田町 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

町税に滞納がないこと
所得制限あり

・昭和56年5月31日以前に着工された住
宅
・木造在来工法の住宅
・長屋及び共同住宅以外の個人所有の
住宅
・精密診断を実施し、総合評点が1.0未満

①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事費の50％を補助（上限60万円）

長野県
御代田町緊急経済対策
住宅リフォーム補助金事
業

御代田町
⑤リフォーム促
進

①補助 ②町内の事業者 町内に本社を有すること
③その他の要
件

町税に滞納がないこと
平成２４年３月９日までに工事を完了できる
こと

特になし
①ほかの補助事業
との併用は不可

エコポイントのみ併用可能 ②工事費に応じて決定 工事費×20％ 工事費の20％を補助（上限２０万円）

長野県
御代田町要援護高齢者
等住宅改良事業

御代田町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

・要介護認定若しくは要支援認定において、
要介護又は要支援の認定を受けた65歳以
上の高齢者。
・要介護認定等で自立とされた65歳以上高
齢者のうち、虚弱な者で町長が支援を必要
と認めた者。
・身体障害者手帳１～3級に該当する者で

特になし
①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事費の9/10を補助（上限70万円）

長野県
御代田町新エネルギー導
入奨励金

御代田町
③エコリフォーム
促進

エコ設備の設置
（新エネルギー設備の導入に要す
る経費に対して補助を行う）

①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

太陽光発電施設については購入
費用に関わらず発電能力１kW当
り３万円とする。

長野県
立科町身体障害者住宅
整備事業補助金

立科町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤ ① 生計を一にする世帯員含む ④ ①

補助対象経費70万円限度
10%自己負担
45%県
45%町

長野県
高齢者に優しい住宅改良
促進事業補助金

立科町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤ ① 生計を一にする世帯員含む ④ ①

補助対象経費70万円限度
10%自己負担
45%県
45%町

長野県
木造住宅の精密耐震診
断事業

長和町 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
長野県木造住宅耐震診断士
として登録された者

③その他の要
件

昭和56年5月31日以前に着工された木造在
来工法の個人住宅

特になし ④要件なし ⑥その他
住宅建築物耐震診断改修促進
事業補助金交付要綱の耐震診
断事業費による

全額（１０割）補助

長野県
木造住宅の耐震改修事
業

長和町 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
長野県木造住宅耐震診断士
として登録された者

③その他の要
件

昭和56年5月31日以前に着工された木造在
来工法の個人住宅

特になし ④要件なし ⑥その他
住宅建築物耐震診断改修促進
事業補助金交付要綱の耐震診
断事業費による

全額（上限６００千円）補助

長野県
長和町障害者にやさしい
住宅改良促進事業

長和町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の
要件

65歳未満の身体障害者手帳所持者（等級に
より制限あり）で前年の所得税額の世帯合
算8万以下の世帯

対象者の自己又は生計を一にする者の
住宅で身体障害者が常時使用す居室等

③その他
他の補助事業を優先し、それ以外の部分に
対し補助条件に合う場合は可能

⑥その他

障害者が生活環境を整備し、日
常生活の一部を自力で行えるも
の及び介護者の負担軽減を図る
改修

補助対象経費の9/10

長野県 高齢者住宅改修費補助 長和町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

６５歳以上の非課税世帯で次の１つに該当
する方。
①介護保険の認定を受けた方
②①以外で住宅改修を行なうことによって要
支援・要介護状態となることを予防できる方

特になし
①他の補助事業と
の併用は不可

②工事費用に応じて決定 補助対象経費の１０分の９以内

長野県
長和町高齢者にやさしい
住宅改良促進事業

長和町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の
要件

65歳以上で、前年の所得税額合算額が8万
円以下の世帯で、介護保険の認定を受けた
方

特になし
①他の補助事業と
の併用は不可

⑥その他
介護保険対象外工事で常時使
用する居室、浴室、便所等を改
良する経費

補助対象経費の１０分の９以内

長野県
富士見町住宅リフォーム
事業補助金

富士見町
⑤リフォーム促
進

①補助
②都道府県内の
事業者

町内に主たる事業所を有する
法人又は個人の建設事業者
等

③その他の要
件

・町内に住民登録・外国人登録のある者又
はこれから居住し住民登録・外国人登録す
る者。　　　　　　　　　・町税等を滞納してない
者。

自己所有住宅 ③その他

町から他事業で補助金を交付している場合
併用不可。ただし、国の住宅版エコポイント
又は国・県実施の制限を設けていない住宅
リフォーム補助制度は利用可能。

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象リフォームの工事にか
かる費用

・工事費は５０万円以上で年度内に完了
するもの。　　　　　　　　　　・工事に要す
る経費の１００分の５に相当する金額。

長野県
高齢者にやさしい住宅改
良促進事業補助金

富士見町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

・寝たきり高齢者、認知症性高齢者、又はそ
の扶養義務者若しくは当該高齢者と同一生
計の者。
・非課税世帯。

自己居住用住宅
①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象リフォームの工事にか
かる費用

工事に要する経費の１／２以内

長野県
辰野町太陽光発電システ
ム設置補助

辰野町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし
③その他の
要件

町税等を滞納していない者
自ら居住し、又は居住する予定の町内
の建物

②
対象システム　　経済産業省所管の平成２
１年度住宅用太陽光発電導入支援対策費
補助金の対象になったもの

④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

対象システム　　経済産業省所
管の平成２１年度住宅用太陽光
発電導入支援対策費補助金の
対象になったもの

１KW　３５０００円
限度額１４万円

長野県
辰野町生ゴミ処理器設置
補助金

辰野町
③エコリフォーム
推進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし
辰野町に生活の本拠を有し　新規に生ゴミ
処理機を購入する者

④要件なし ②
設置費の２分の１以内
限度額１万円

長野県
高齢者にやさしい住宅改
良促進事業補助金

辰野町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①身体障害者
のみ

前年の所得税が8万円以下の世帯 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

身体障害者が日常生活の一部を
自力で行えるよう、浴室、台所、
便所、洗面所、等を整備改善に
要する費用

７０万円と対象経費とを比較していずれ
か少ない方

辰野町
辰野町住宅リフォーム補
助金

辰野町
⑤リフォーム促
進策

町内住宅関連事業者の経済対策 ①補助 ②町内業者
③その他の要
件

世帯全員が町税、使用料、及び負担金を滞
納していない

町内の現に居住している建物
①ほかの補助事業
との併用は不可

② 工事金額が30万円以上で定額10万円

長野県
箕輪町住宅リフォーム補
助事業

箕輪町
⑤リフォーム促
進

町内住宅関連業者の経済対策 ①補助 ②町内の事業者
③その他の要
件

・住宅の所有者若しくは、世帯主
・町税等に滞納のない者

自己居住用住宅
（併用住宅は、居住部分に限る。）

③その他 町の他の補助金との併用は不可 ⑥その他 ３０万円以上の工事 工事金額が30万円以上で定額10万円

長野県
高齢者にやさしい住宅改
良促進事業補助金

飯島町
②バリアフリー改
修

① ⑤要件なし ①
その世帯の前年の所得税の合計額が8万円
以下であること

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

対象者が常時利用する居室、浴
室、便所等の改良に要する経費

90万円から介護保険等の住宅改修によ
る経費と20万円とを比較していずれか少
ない額を減じた額を補助対象限度額と
し、ここの額と補助対象経費を比較しい
ずれか少ない額とする

長野県
障害者にやさしい住宅改
良促進事業補助金

飯島町
②バリアフリー改
修

① ⑤要件なし ①
その世帯の前年の所得税の合計額が8万円
以下であること

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

対象者の日常生活の機能向上を
図るための浴場、台所、便所洗
面所、玄関、階段等の整備に要
する費用

町長が認めた補助対象経費の総額(90
万円以内)

長野県
重度身体障害児・者住宅
改修費給付事業

飯島町
②バリアフリー改
修

① ⑤要件なし ①
下肢・体幹機能障害又は移動機能障害を有
する障害程度3級以上の者

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

手すりの取り付け、段差の解消、
すべり防止及び移動の円滑化の
ための床又は通路面の変更、洋
式便器等への取替え等

限度額20万円以内

長野県
住宅・建築物安全ストック
形成事業

飯島町 ①耐震改修 ① ⑤要件なし ③
前年所得が給与所得のみ者は収入1442万
円その他の者所得1200万円以下。町税その
他義務的納金に滞納が無いこと

飯島町木造住宅等耐震診断事業に基づ
き耐震診断を実施した結果総合評価1.0
未満で耐震化を向上させ0.7以上にする
耐震補強工事

④要件なし ⑥
耐震補強に係る工事費、設計及
び補強計画に要する経費

２分の１以内。ただし限度額６０万円。

長野県
太陽光発電システム設置

飯島町
③エコリフォーム

① ⑤ ④ 特になし ④要件なし ④ 最大出力１ 当たり３万円 定額 上限１２万円長野県
太陽光発電システム設置
補助事業

飯島町
③エコリフォ ム
促進

① ⑤ ④ 特になし ④要件なし ④ 最大出力１ＫＷ当たり３万円 定額　上限１２万円



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者のみ
②低所得者の
み
③その他の要
件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事業
との併用は不可
②ほかの補助事業
の利用を要件とし
ている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補助
額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

長野県
南箕輪村住宅リフォーム
補助金

南箕輪村
⑤リフォーム促
進

①補助 ②村内の事業者
村内に本店を有する法人又は
村内に住所若しくは主たる事
務所を有する個人事業主

③
村内に居住し、南箕輪村に住民登録を有し、
税金等の滞納がない者。

特になし ③その他
併用できるが、他の補助事業を優先とす
る。

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事金額が30万円以上の工事 定額

長野県
宮田村住宅リフォーム補
助事業

宮田村
⑤リフォーム促
進

① ③
村内に主たる事業所を有する
法人、個人の建設業者

③
村内に居住し、宮田村に住民登録を有する
者。且つ村税、料金等の滞納がない者。

補助対象者が村内に住所を有する個人
住宅部分で改築後10年以上のもので引
き続き居住する住宅。

① ② 対象工事費100分の5

長野県
松川町住宅用太陽光発
電システム設置費補助金
交付事業

松川町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ③その他要件

松川町に在住し、松川町の区域に存する住
宅の屋根その他の住宅用太陽光発電ｼｽﾃﾑ
の設置に適した場所へ当該ｼｽﾃﾑを設置し
た者

自己居住用住宅 ④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

１キロワット×３万円

長野県
松川町診断士による耐震
診断事業実施要綱

松川町 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要件
長野県木造住宅耐震診断士
登録の規定により知事が登録
したもの

④要件なし ③その他 ⑥その他
長野県木造住宅耐震診断士によ
る１軒の診断料として支出

定額

長野県
松川町木造住宅耐震補
強補助事業補助金交付
要綱

松川町 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし
総合評点が、1.0未満の既存住宅で工事
後の総合評点が、0.7以上かつ工事前の
総合評点を上回る

③その他 ②工事費用に応じて決定
60万円を超える場合は60万円と
する。1,000円未満の端数のある
ときは切り捨てた額

補助対象経費の2分の１に相当する額

長野県
高齢者・障害者にやさしい
住宅改良促進事業

松川町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし

①高齢者・身
体障害者のみ
②低所得者の
み

高齢者は要介護認定者 自己居住用住宅 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

長野県高齢者・障害者にやさし
い住宅改良促進事業実施要綱
のとおり

補助対象経費の2分の1

長野県
高齢者にやさしい住宅改
修事業

高森町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

６５歳以上、要介護・要支援認定者、所得税
８万円以下

①ほかの補助事業
との併用は不可

②工事費用に応じて決定 １/２以内

長野県
障害者にやさしい住宅改
修事業

高森町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

６５歳未満の身体障害者、所得税８万円以
下

①ほかの補助事業
との併用は不可

②工事費用に応じて決定 １/２以内

長野県 「とうかい」防止対策事業 高森町 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし

・昭和56年5月31日以前着工木造住宅・
診断士による耐震診断の結果が1.0未満
の木造住宅について補強工事を行い、
工事後の総合評点が0.7以上かつ工事
前の総合評点を上回る工事

④要件なし
⑥補助対象工事費の１/２に相
当する額（上限６０万円）

国１１．５％、県１９．２５％、市町村１９．
２５％

長野県
高森町太陽光発電設置
補助金

高森町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし 自己居住用住宅 ③その他 国の補助金併用も可
④設置する設備の性能に応じて
補助金額を設定

補助対象設備の設置にかかる費
用

最大出力数×２０，０００円（千円未満切
捨て）

長野県 高森町廃棄物改善補助 高森町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし
①ほかの補助事業
との併用は不可

②工事費用に応じて決定
生ごみ処理容器（生ごみ処理
機、コンポスター、ボカシ容器）

購入価格の１/３

診断士による耐震診断事 長野県知事が登録した木造 ③（工事費用にかかわらず）定
長野県

診断士による耐震診断事
業

阿南町 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
長野県知事が登録した木造
住宅耐震診断士

④要件なし ④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

定額

長野県
木造住宅耐震補強補助
事業

阿南町 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし ②工事費用に応じて決定
補助対象事業費の２分の1以内。ただし
60万円を限度とする。

長野県 住宅新築事業等 阿南町 ⑥その他
住宅の新築、増築、改築、取得、土
地の取得、造成。ただし、住宅建築
適地であること。

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

(１)　阿南町に住所を有し、補助金交付申請
時に、年齢が65歳未満（夫婦の場合は、どち
らか一方が65歳未満であればよい。）である
者
(２)　資格者又は同居の親族が、町税又は町
に納付すべき使用料又は負担金を未納して
いない者
(３)　阿南町に永住する者

①ほかの補助事業
との併用は不可

③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

総工事費用1,000万円以上 定額

長野県
住宅リフォーム補助金事
業

阿南町 ⑥その他

個人住宅の修繕、改築、増築、模様
替え等のリフォーム工事。ただし、
町内の住宅関連事業者が施工する
ものであること。

①補助
②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の要
件

(１)　阿南町の住民基本台帳又は外国人登
録原票に登録され、現に阿南町に居住して
いること。
(２)　補助対象となる個人住宅の所有者又は
所有者と生計を一にする世帯主であること。
(３)　所有者及び同一世帯に属する全員が、
町税等を滞納していないこと。
(４)　過去にこの補助金及び他の住宅整備
等に係る補助金の交付を受けたことがない
こと。

①ほかの補助事業
との併用は不可

②工事費用に応じて決定 総工事費用20万円以上
補助対象事業費の100分の20以内。ただ
し20万円を限度とする。

長野県
阿智村住宅リフォーム促
進事業

阿智村
⑤リフォーム促
進

①補助
②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の要
件

村内に住所を有し、対象となる住宅を所有し
ている者
村税等村への納付金を滞納していない方

①他の補助事業と
の併用は不可

⑥その他
２０万円以上の工事費に対して１
０万円の補助

長野県
阿智村耐震リフォーム事
業

阿智村 ①耐震改修 ①補助
②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の要
件

村内に住所を有し、対象となる住宅を所有し
ている者
村税等村への納付金を滞納していない方

①他の補助事業と
の併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

１／２以内で上限９０万円
１／２以内で上限５０万円

１／２以内

長野県
住宅用太陽光発電システ
ム設置補助事業

阿智村
③エコリフォーム
促進

①補助
②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の要
件

村内に住所を有し、対象となる住宅を所有し
ている者
村税等村への納付金を滞納していない方

村内の住宅
①他の補助事業と
の併用は不可

⑥その他
太陽電池の最大出力（kw）×５万
円

長野県
環境にやさしい住宅設備
導入補助事業

阿智村
③エコリフォーム
促進

①補助
②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の要
件

村内に住所を有し、対象となる住宅を所有し
ている者
村税等村への納付金を滞納していない方

村内の住宅
①他の補助事業と
の併用は不可

⑥その他 導入費用に３分の１以内

長野県
既存木造住宅耐震診断
事業

下條村 ①耐震改修 ①補助 ⑥ 昭和56年以前の木造住宅

長野県
既存木造住宅耐震補強
補助事業

下條村 ①耐震改修 ①補助 ⑤ ③ 耐震精密診断を受けた家
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

昭和56年以前の木造住宅、診断
結果が０．７以下

耐震にかかる工事費の1/2（上限60万
円）

長野県
太陽光発電システム設置
補助事業

下條村
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤ ④ 自己居住用住宅 ④ ④ 1ｋｗ当たり5万円（上限20万円）

長野県
生ゴミ処理機器購入補助
事業

下條村
③エコリフォーム
促進

①補助 ④ ⑥その他 １世帯あたり１機器 購入価格の1/2（上限３万円）

長野県
診断士による木造住宅等
耐震診断業務

天龍村 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
長野県知事が登録した木造
住宅耐震診断士

④要件なし ④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

定額

長野県 住宅耐震改修地形 天龍村 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

耐震精密診断を実施済であること ④要件なし ②工事費用に応じて決定
耐震化に係る工事費の1/2
（上限600千円）

長野県 泰阜村耐震診断事業 泰阜村 ①耐震改修 ①補助 ⑥ S56年５月３１日以前の木造住宅

長野県
泰阜村既存住宅耐震補
強補助事業

泰阜村 ①耐震改修 ①補助 ⑤ ③ 耐震精密診断を受けた家で評価が1.0未満
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

S56年５月３１日以前の木造住宅
で診断結果が1.0未満

耐震に係る工事費の1/2



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者のみ
②低所得者の
み
③その他の要
件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事業
との併用は不可
②ほかの補助事業
の利用を要件とし
ている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補助
額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

長野県
高齢者・障害者にやさしい
住宅改良促進事業

泰阜村
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤ ① ④ ①
補助対象経費70万円を限度としてその9
割

長野県
泰阜村太陽光発電システ
ム設置補助金

泰阜村 ③ ① ⑤ ④ ② ④ ７万円／ｋｗ

長野県
太陽光発電システム設置
補助金

喬木村
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし 特になし 国の補助制度と重複可 ② ３万円／ｋｗ ３万円／ｋｗ

長野県 空き家活用補助事業 喬木村 ⑥その他 ①補助 ②村内の事業者
③その他の要
件

空き家データベース登録している者 定住を目的とした空き住宅改修 ④要件なし ② 改修費の１／２以内 改修費の１／２以内

長野県 宅耐震診断事業 喬木村 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし 特になし ② 国の補助制度と重複可
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

千円～１３万円

長野県 耐震補強事業 喬木村 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし 特になし ② 国の補助制度と重複可
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

６０万円／戸

長野県
地域産業活性化緊急助
成金事業

豊丘村
⑤リフォーム促
進

大工・板金関係等職人の廃業を防
ぐ目的で創設

①補助 ③村内の事業者 ④要件なし 特になし
①ほかの補助事業
との併用不可

住宅エコポイントとの併用可能。 ②対象工事費用に応じて決定 補助対象工事費の４分の１

長野県
豊丘村高齢者にやさしい
住宅改良促進事業

豊丘村
②バリアフリー改
修

① ⑤要件なし ① 特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象経費の10分の1

長野県
豊丘村空き家改修費補助
金

豊丘村 ⑥その他
人口の増加対策及び空き家の環境
保全対策

① ② ③ 豊丘村空き家情報活用制度の登録者
貸し出し(または借り受け)に供される空
き家

④要件なし ② 改修費の2分の1

長野県
豊丘村木造住宅耐震補
強補助事業補助金

豊丘村 ①耐震改修 ① ⑤要件なし ③
対象住宅に居住し、耐震改修工事を行う者
前年度所得が一定値以下

精密耐震診断の結果、総合評点が1.0未
満で、耐震補強工事を行うことにより、総
合評点が0.7以上かつ工事前の総合評
点を上回る木造住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象経費の2分の1

長野県
豊丘村住宅資金等利子
補給

豊丘村 ⑥その他
金利負担の軽減と住宅の建設の奨
励

③ ⑤要件なし ③ 村内に永住を目的とするもの 増改築60㎡以内の専用じ住宅 ④要件なし ⑥

金融機関から融資を受けた額(上限200
万円)の借入期間中に支払った利子総額
(借入期間が3年を超えるものについて
は、3年の借入期間として算出して得た
利子総額)の100分の20相当額

長野県
大鹿村住宅用太陽光発
電ｼｽﾃﾑ設置費補助金

大鹿村
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

対象者は大鹿村に在住 自己居住用住宅 ④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

3万円/１ｷﾛﾜｯﾄ（当該太陽電池の最大出
力の合計値が10ｷﾛﾜｯﾄ未満のもの）

長野県
大鹿村環境衛生事業補
助金

大鹿村
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

ゴミ減量化事業は事業団体が主体となって
行う事業

特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定 ⑥その他

生ゴミ処理器　購入価格の1/２以内
ゴミ減量化事業 事業費の1/２以内

長野県
助金

大鹿村
促進

①補助 ⑤要件なし
件 行う事業

特になし ④要件なし
補助額を設定　　　⑥その他 ゴミ減量化事業　事業費の1/２以内

長野県
上松町住宅リフォーム補
助金

上松町
⑤リフォーム促
進

①補助 ②④
町内業者
木造住宅推進協議会会員

③その他の要
件

町内居住者（予定者含む） 自己居住用住宅 ④ ②
100万円以上の工事費対象
1住宅に1人が対象

工事費の5%を補助

長野県
日常生活用具給付等事
業
（住宅改修費)

上松町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤ ①
下肢、体幹機能障害者又は乳幼児期非新
厚生脳病変の方

特になし ④ ① 費用総額の９５％を補助

長野県
障害者にやさしい住宅改
良事業

上松町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤ ①
①65歳未満
②秦つぃ障害者
(所得制限有)

特になし ④ ① 補助率は9/10

長野県
高齢者にやさしい住宅改
良事業

上松町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤ ①

65歳以上で、要介護、要支援認定を受けて
いる者、もしくは身体障害者低調3級以上所
持者
(所得制限有)

特になし ④ ① 補助率は9/10

長野県
上松町既存住宅耐震補
強補助金

上松町 ①耐震改修 ①補助 ②
③その他の要
件

前年度の所得が、給与所得のみのものは、
住入金額1,442万円。その他の者にあって
は、所得金額1,200万円以下。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事費、設計費及び補強計画に
要する経費

左記の経費に対して２分の１以内。但し
６０万円を限度

長野県
南木曽町住宅リフォーム
補助事業

南木曽町
⑤リフォーム促
進

①補助 ④ 町内業者 ③ 町内居住者 自己居住用住宅 ① ② 対象工事費の１０％

長野県
木祖村緊急経済対策住
宅リフォーム補助事業

木祖村
⑤リフォーム促
進

緊急経済対策 ①補助
②都道府県内の
事業者

村内に事業所もしくは事務所
を有する事業者が施工したも
の。

④要件なし 特になし ① 記載済み 記載済み

長野県
大桑村木造住宅新築等
補助金

大桑村
⑤リフォーム促
進

①補助 診断士派遣は含まない。
②都道府県（市
区町村）内の事
業者

大桑村内に事業所（支店、営
業所は除く。）を有する業者

③その他の
要件

村に住民登録があり、村税等及び村の施設
の使用料等に未納がない等

自己居住用住宅
①ほかの補助事業
との併用は不可

②工事費用に応じて決定
工事に要した金額の５％
（４０万円限度額）

長野県
木曽町住宅耐震改修事
業

木曽町 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
③その他の要
件

前年度の所得が、給与所得のみのものは、
住入金額1,442万円。その他の者にあって
は、所得金額1,200万円以下。

既存木造住宅（昭和５６年５月３１日以前
に町内に着工された住宅等）で町が実施
した診断士による精密診断の結果、総合
評点が1．0未満で総合評点が0.7以上か
つ工事前を上回る工事。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事費、設計費及び補強計画に
要する経費

左記の経費に対して２分の１以内。但し
６０万円を限度

長野県
木曽町住宅リフォーム資
金補助金事業

木曽町
⑤リフォーム促
進

①補助 ②町内の事業者 ④要件なし 特になし ③その他
耐震改修補助金・商店街振興事業補助金・
修景補助金との併用は可
木造住宅新築補助金との併用は不可

②工事費用に応じて決定
リフォーム工事費用
10万円以上の工事費が対象 ２分の１

長野県
木曽町新エネルギー普及
促進事業補助金

木曽町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

町内に住所を有する 自ら居住する町内の住宅 ④要件なし
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

太陽光モジュール最大出力1ｋｗ
あたり30,000円

太陽光モジュール最大出力1ｋｗあたり
30,000円

長野県
木曽町木造住宅新築等
補助金

木曽町 ⑥その他 地場産業の育成 ①補助 ④その他の要件
郡内業者受注し、町内７社が
納入に係わること
木造住宅推進協議会の審査

④要件なし 居住部分が１/２以上 ③その他 住宅リフォーム資金補助金との併用は不可
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

１万円/工事面積３．３㎡あたり

長野県
民間空間修景事業補助
金

木曽町 ⑥その他 景観の形成 ①補助 ④その他の要件
郡内業者受注し、町内３社が
納入に係わること
木造住宅推進協議会の審査

④要件なし 特になし ③その他 他の補助事業と併用可 ②工事費用に応じて決定
リフォーム工事費用
10万円以上の工事費が対象 ３分の２

長野県
木曽町空き家住宅活用事
業

木曽町 ⑥その他 定住促進 ①補助
②都道府県（市区
町村）内の事業者

④要件なし
Ｈ２３．４．１以降町外から町内に定住し
ようとする者。

④要件なし 他の趣旨の補助金との併用は不可。 ②工事費用に応じて決定
補助対象設備の設置経費の２分の１、上
限１００万円

長野県
高齢者にやさしい住宅改
良促進事業

木曽町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ③ 自己居住用住宅 ① ②
１割自己負担の９割補助、そのうち町費
１/２県費１/２

長野県
障害者にやさしい住宅改
良促進事業

木曽町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ③ 自己居住用住宅 ① ②
１割自己負担の９割補助、そのうち町費
１/２県費１/２

長野県
小谷村住宅リフォーム事

小谷村
⑤リフォーム促

①補助 ②村内の事業者
③その他の要

小谷村民であり村税等の滞納が無い者
①ほかの補助事業

⑥その他 1/3以下上限10万円長野県
業

小谷村
進

①補助 ②村内の事業者
件

小谷村民であり村税等の滞納が無い者
との併用は不可

⑥その他 1/3以下上限10万円



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者のみ
②低所得者の
み
③その他の要
件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事業
との併用は不可
②ほかの補助事業
の利用を要件とし
ている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補助
額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

長野県
障害者にやさしい住宅改
良促進事業

池田町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ③ 自己居住用住宅 ① ②
１割自己負担の９割補助、そのうち町費
１/２県費１/２

長野県
松川村高齢者等にやさし
い住宅改良促進事業補助
金

松川村
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

要介護若しくは要支援の認定を受けている
高齢者、または身体障害者手帳1から6級（4
から6級については独居または介護する者
がいない者）所持者のいる世帯
前年の所得税合計額が８万円以下の世帯

③その他

厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修
費等の支給に係る住宅改修、居宅生活補
助用具の設置に伴う住宅改修と明確に分け
る

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象限度額は70万円と補助対象経
費を比較していずれか少ない額として、
自己負担額を補助対象限度額の10分の
1（1,000円未満の端数切り上げ）を除い
た金額

長野県
松川村住宅耐震改修事
業補助金

松川村 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
③その他の要
件

対象となる住宅を村内に所有している者

昭和５６年５月３１日以前に着工された
木造在来工法、個人所有の住宅であり、
診断士による精密耐震診断の結果、総
合評点が1.0未満で、耐震補強工事を行
うことにより、総合評点が0.7以上かつ工
事前の総合評点を上回る工事

①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

1/2以内

長野県
太陽光発電システム設置
補助金

坂城町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし

町税等を滞納していない方で、①自ら居住
するまたは居住する予定の町内の住宅に対
象システムを設置する方、②対象システムを
設置した未居入の町内の住宅などを自ら居
住するために購入する方

④要件なし
④設置する設備性能に応じて決
定

設置された太陽光発電システムの最大
出力の値（キロワット）に１万５千円を乗
じた金額７万５千円を上限とし千円未満
端数切捨てによる

長野県
寝たきり老人等住宅整備
補助金

坂城町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

①町内に住所を有する者②寝たきり老人ま
たは、寝た木老人等と３月以上生計を一にし
介護している者、上記の要件に該当している
と町長が認定した者

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

施設等改良に要する経費（介護保険法
に規定する住宅改修は対象外）上限７０
万円

長野県
勤労者住宅建設資金融
資利子補給金

坂城町
⑤リフォーム促
進

③利子補給 ⑤要件なし
③その他の要
件

町内に自己または家族が居住するための住
宅を有する勤労者

④要件なし ⑥その他 資金融資に対する利子補給

（借入期間５年を超える場合）５年間の利
子総額×１００分の２０（限度額５万円）
（借入期間５年以下の場合）利子総額×
100分の２０（限度額３万円）

長野県
住宅･建築物耐震改修事
業

坂城町 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
長野県建築物耐震診断士登
録業者

③その他の要
件

町内昭和５６年５月以前に在来工法で建築
された住宅の所有者

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震診断（簡易診断･精密診断)診断員
派遣委託により全額補助　耐震改修工
費、工事費用により補助率２分の１上限
６０万円

下水道排水設備改造等

・共用開始から３年以内に排水設備工事等
を行い、公共下水道に接続しようとする者。
供用開始区域内の建物所有者または建物

長野県
下水道排水設備改造等
資金融資斡旋及び利子
補給

坂城町 ⑥その他 公共下水道宅内排水設備工事 ③利子補給 ④その他の要件 町指定業者
③その他の要
件

供用開始区域内の建物所有者または建物
所有者の同意を受けた者。町税及び下水道
事業受益者負担金を滞納していない者。資
金の償還能力を有する者。保証会社の保証
が受けられる者

④要件なし ⑥その他
資金融資に対する利子補給(資
金融資は斡旋のみ）

5年間６０回以内の元利均等月賦償還利
子補給は年２回

長野県
小布施町住宅耐震改修
事業補助金

小布施町 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

町税を滞納していない者とし、前年度の所得
が給与所得のみの者は収入金額が1,442万
円（その他の者は所得金額が1,200万円）以
下であること。

精密耐震診断の結果、総合評点が1.0未
満で、耐震補強工事を行うことにより、総
合評点が0.7以上かつ工事前の総合評
点を上回る木造住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象となる耐震改修工事費
用

補助対象となる耐震改修工事費用の１/
２かつ上限６０万円

長野県
小布施町高齢者等にやさ
しい住宅改良促進事業

小布施町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

本町に住所を有し、前年の所得税合算額が
８万円以下の世帯に属する要援護高齢者等
であって、住宅改良を行わなければ、日常生
活を営むことが困難であると町長が認める
者。

要援護高齢者等が常時使用する次の住
宅
①介護保険法に基づき「要支援」「要介
護」の認定を受けた者が行う、居室、便
所、浴室、その他町長が必要と認めるも
のであって、利用者の居住環境の改善を
図るもの
②65歳未満の重度の身体障害者であっ
て、他の介助によらなければ日常生活を
営むことが困難な者が行う、浴室、便
所、台所、玄関、階段、その他町長が必
要と認めるものであって、障害の程度に
応じて整備改善を図るもの

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

①対象経費限度額は、県宅幼老所支援
事業等補助金交付要綱第２の表に定め
る限度額（700,000円）と改良に要する経
費とを比較していずれか少ない額とす
る。
②改良経費の１割を利用者負担とする。
ただし、介護保険等の住宅改修における
利用者負担を含め20,000円を限度とす
る。
③住宅改良を、住宅の一般改築又は一
般改造等に合わせて行うときは、他の融
資制度等を活用するよう配慮するものと
する。

長野県
小布施町住宅等建築工
事等促進補助金

小布施町
⑤リフォーム促
進

①補助
②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の要
件

次の要件を全て満たすもので、町内施工業
者により対象工事を行った者。ただし、同一
申請人（生計を共にする世帯員を含む）につ
いては、１回限り。
①小布施町に住民登録又は外国人登録を
行っていること。
②申請時において、町税等（国民健康保険
税、介護保険料、保育料、幼稚園授業料、
上・下水道料などを含む。）を滞納していない
こと。（申請者の世帯員を含む）

申請者が居住している住宅 ③その他
小布施町の他の補助金等の交付を受けて
いないこと。

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

次に掲げる事業費５万円以上の
工事で、町の他の補助金等の交
付を受けていないもので、平成24
年２月末日までに完了するもの。
①住宅等の新築、増改築工事
②住宅等の改修・修繕工事（下
水道等接続工事は除く。）
③住宅等の内装、模様替え工事
（畳の表替え、クロスの張替え、
障子・襖の張替え、照明器具設
置　等）
④住宅敷地内の植栽工事
※①②の外構部分の工事は、町
の住まいづくり相談を活用するこ
と。

対象工事に要した工事費の100分の30
に相当する額（その額が1,000円未満の
端数があるときは、これを切り捨てるも
のとする。）とし、30万円を限度とする。

長野県
山ノ内町住宅耐震改修事
業補助金

山ノ内町 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

Ｓ５６．５．３１以前に着工された木造在
来工法の個人所有の一戸建ての住宅
（併用住宅も一部含む）で、町が実施した
診断士による精密診断結果が総合評点
１．０未満で工事を行うことにより０．７以
上かつ工事前の総合評点を上回る住宅

①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象経費の２分の１に相当する額
（上限６０万）

長野県
山ノ内町障害者・高齢者
にやさしい住宅改良促進
事業補助金

山ノ内町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者のみ

要介護若しくは要支援の認定を受けている
高齢者

高齢者の自立した生活に支障のある住
宅

②ほかの補助事業
の利用を要件とし
ている

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象経費の１０分の９に相当する額
（上限６３万）

長野県
山ノ内町障害者・高齢者
にやさしい住宅改良促進
事業補助金

山ノ内町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者のみ

重度身体障害者
障害者の自立した生活に支障のある住
宅

②ほかの補助事業
の利用を要件とし
ている

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象経費の１０分の９に相当する額
（上限６３万）

長野県
山ノ内町定住促進住宅建
築工事等支援補助金

山ノ内町 ⑥その他
・定住促進
・リフォーム促進

①補助
②市町村内の事
業者

④要件なし
町内に住民登録している者、又は工事完了
に合わせ住民登録を行う者。 自己居住住宅

①他の補助事業と
の併用は不可

山ノ内町の他の補助金の交付を受けていな
いこと

②工事費用に応じて決定
工事費用が１０万円以上の工事
が対象

①全町民対象
　対象工事費の１５％
②４０歳以下で結婚を機に行う住宅改修

築工事等支援補助金 ・リフォーム促進 業者
町税に滞納がない者

の併用は不可 いこと が対象
の場合
　対象工事費の３０％



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者のみ
②低所得者の
み
③その他の要
件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事業
との併用は不可
②ほかの補助事業
の利用を要件とし
ている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補助
額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

長野県
山ノ内町住宅用太陽光発
電システム設置費補助金

山ノ内町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし 特になし
②ほかの補助事業
の利用を要件とし
ている

住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金
交付要綱に基づき事業を実施する民間団
体等から補助金交付額の確定を受けた者

④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

３万円／kw（上限１５万円）

長野県
野沢温泉村うるおいのあ
る美しいまちづくり助成金

要綱
野沢温泉村 ⑥その他

野沢温泉村うるおいのある美しいま
ちづくり条例に適合する建築物

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 建築物の外観整備及び色彩の変更 ④要件なし ⑥その他 ②工事費用に応じて決定

区景観づくり計画策定地区
１／３
景観形成地域（温泉街、冬の景観地区、
農村集落）　１／３
その他の地区　１／４

長野県
野沢温泉村住宅耐震診
断実施要綱

野沢温泉村 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
長野県木造住宅耐震診断士
登録者

③その他の
要件

野沢温泉村より診断士派遣 昭和56年５月31日以前の個人住宅 ③その他 耐震診断派遣 ⑥その他

長野県
信濃町住宅耐震診断士
派遣事業

信濃町 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
長野県木造住宅耐震診断士
登録名簿に登録された診断
士を派遣

③その他の要
件

対象となる住宅を町内に所有している者
昭和５６年５月３１日以前に着工された
木造住宅（車庫・物置は対象外）

①他の補助事業と
の併用は不可

⑥その他 希望者に対し診断士１名を派遣

長野県
信濃町住宅耐震補強事
業

信濃町 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし
③その他の要
件

対象となる住宅を町内に所有している者
昭和５６年５月３１日以前に着工された
木造住宅（車庫・物置は対象外）

①他の補助事業と
の併用は不可

②工事費用に応じて決定 補強工事費の1/2

長野県
信濃町高齢者にやさしい
住宅改良促進事業

信濃町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者のみ

①他の補助事業と
の併用は不可

②工事費用に応じて決定 工事費の９割を補助

長野県
信濃町障害者にやさしい
住宅改良促進事業

信濃町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者のみ

①他の補助事業と
の併用は不可

②工事費用に応じて決定 工事費の９割を補助

長野県
飯綱町高齢者・障害者に
やさしい住宅改良促進事
業補助金

飯綱町
②バリアフリー改
修

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし 特に指定なし
③その他の要
件

65歳以上の高齢者で一定の条件を満たす
者、身体障害者で町長が対象者と認める者
（場合によってはその者と生計を一にする
者）及び前年の所得税額の合算額が８万円
以下の世帯

特になし ➂その他

特に要件は定めていない。障害者日常生活
用具給付事業の住宅改修との併用可、補
助対象工事費用、工事部分について明確
に区分している。

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象工事に係る費用    （限
度額７０万円）

補助対象工事に係る費用の９割補助、
自己負担１割

長野県
飯綱町住宅耐震改修事
業補助金

飯綱町 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

次の２つの条件を満たす者
(１)　補助の対象となる建築物を所有（賃貸
住宅を除く）し、居住する者で、この建築物に
ついて耐震補強工事を行う者であること
(２)　補助金交付申請を行う日の属する年の
前年度の所得が、一定額以下であること

次のいずれにも該当する既存木造住宅
で、総合評点が1.0未満であるもの
ア　昭和56年５月31日以前に町内に着
工された住宅
イ　木造在来工法の住宅
ウ　長屋及び共同住宅以外の個人所有
の住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

総合評点が1.0未満で、耐震補強
工事を行うことにより、総合評点
が0.7以上かつ工事前の総合評
点を上回る工事（これと同等に耐
震性能が向上する工事と評価委
員会（住宅の耐震補強工事の性
能を評価するために長野県が設
置した委員会をいう。）において
認められた工事を含む。）にかか
る耐震補強工事費

補助対象経費の２分の１に相当する額
（ただし、その額が60万円を超える場合
は60万円とし、その額に1,000円未満の
端数があるときは、これを切り捨てた額）

震 強 費


